
経済資料協議会会則

第 l章総 則

(名称)

昭和43年 6月1日制定

平成11年 6月17日改正

第 1条本会は，経済資料協議会 (TheAssociation for Documentation in 

Economics) とL冶う。

(事務所)

第 2条 本会は，事務所を東京都新宿区西早稲田 1.早稲田大学現代政治経

済研究所内におく。

(目的)

第 3条本会は，会員相互の協力により，経済に関する学術情報の理論，技

術等の諸問題について研究，調査を行ない，経済研究の進歩発展に

寄与することを目的とし，あわせて会員相Eの親睦を図るものとす

る。

(事業)

第 4条本会は，前条の目的を達成するために次の事業を行なう。

(1) 経済に関する学術情報の理論，技術等の諸問題についての研

究と調査。

(2 ) 会誌，経済学文献季報等の編集および刊行。

(3 ) 会員聞における刊行物の交換。

(4 ) 会員聞における文献の閲覧，被写等についての便宜供与。

(5 ) 研究会，講習会等の開催。

(6 ) 内外関係諸団体との資料，情報の交換および連絡。

(7) その他，本会の目的を達成するために必要な事業。
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第 2章会 員

( 組 織 )

第5条 本会は，第 6条に定める会員をもって組織する。

2 本会は，事業遂行の便宜上，会員の所在地により地区別に部会をお

くことができる。

(会員の種別)

第6条本会の会員は，次のとおりとする。

(1) 普通会員 本会の目的に賛同して入会の申し込みをし，第 9

条の規定により入会を承認された学術研究機関および資料機

関。

(2 ) 特別会員 本会の目的事業に賛同する者で理事会が適当と認

めた個人または団体。

( 3) 賛助会員 本会の目的，事業を賛助する者または団体。

(4 ) 名誉会員 会長を退任した者，あるいはこれに準ずる者。

(議決権)

第7条普通会員および代表特別会員は箇の議決権を有する。

2 代表特別会員は，総会に出席した特別会員が 1名から 5名以内の場

合 1名 6名から 10名の場合は 2名， 11名以上は 5名につき l名を

もって当てることとする。

(会員の特典)

第8条 会員は，本会が出版する刊行物の配付をうける等の特典を有する。

(入会)

第9条 会員になろうとする者は，入会申込書を会長に提出し，総会の承認

を得なければならない。

(退会)

第10条 会員は，退会の届け出，解散，会費滞納等の場合に会員たる資格を

失う。

(入会金および会費)

第11条 会員は，別に定める入会金および会費を納入しなければならない。

(会員名簿)

第12条 本会事務所には，会員名簿を備え付け，これに会員の入会，退会，
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その他，所要事項を記載するものとする。

第3章役 員

(役員の種別および員数)

第13条本会に次の役員をおく。

( 選 出 )

会長 l名

理事長 l名

理事 5名以上12名以内

監事 l名以上3名以内

第14条役員の選出は次の条号による。

(1) 会長は，理事会の推薦を得た者を総会で選出する。

( 2) 理事長は，理事の互選により定める。

(3 ) 理事および監事の選出については，別にこれを定める。

(職務)

第15条会長は，本会を代表して会務を総理し，別にこの会則に定める職務

を行なう。会長に事故のある場合は，理事の互選により定められた

者が，その職務を代行する。

2 理事長は，会長を補佐して会務を主宰し，理事会の議長となる。理

事長に事故のある場合は，理事の互選により定められた者が，その

職務を代行する。

3 理事は，理事会を組織し，総会の議決にもとづいて会務を執行する。

4 監事は，民法第59条に規定する職務を行なう。

(任期および解任)

第16条 役員の任期は 2年とし，再任を妨げない。

2 補欠または増員のため役員になった者の任期は，前任者または現任

者の残任期間とする o

3 役員は，その任期満了後でも後任者が就任するまではなお，その職

務を行なう。

4 役員は，この会の役員としてふさわしくない行為のあった場合，ま

43 



たは特別の事情のある場合には，その任期中であっても総会および

理事会の議決により，会長がこれを解任することができる。

第 4章会 議

(会議の種別)

第17条 会議は，総会および理事会とする。

2 総会は，通常総会および臨時総会とする。

(構成)

第18条総会は，会員をもって構成する O

2 理事会は，理事をもって構成する。

( 機 能 )

第19条総会は，次の事項を議決する。

(1) 事業計画および事業報告。

( 2 ) 予算および決算の承認。

(3 ) 役員の選任および解任。

( 4 ) 会則の変更。

(5 ) 会員の入会，退会の決定。

(6 ) その他，本会の運営に関する主要事項。

2 理事会は，次の事項を議決する。

(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項。

(2 ) 総会に付議すべき事項。

(3 ) その他，総会の議決を要しない業務の執行に関する事項。

( 招 集 )

第20条総会は会長が招集する o

2 理事会は理事長が召集する。

(開催)

第21条通常総会は，毎年 l回開催する。

2 臨時総会は，会長または理事会が必要と認めたとき，または普通会

員現在数の 3分の l以上，特別会員現在数の 2分の l以上，もしく

は監事から，会議の目的事項を示して請求のあったときは，招集し
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なければならない。

3 理事会は，会長が必要と認めたとき，または理事現在数の 2分の l

以上から，会議の目的事項を示して請求のあったとき開催する。

(定足数)

第22条総会および理事会は，その構成員の 3分の 2以上の出席がなければ

開くことができない。

( 議 決 )

第23条総会および理事会の議事は その会議の議決権者の過半数をもって

決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。

(議事録)

第24条すべての会議には，議事録を作成し，議長および出席者代表 2名以

上が署名押印の上，これを保存する。

第 5章会 計

(予算および決算)

第25条本会の予算は，毎年総会で決定し，決算は監事の監査を受け，総会

の承認を得なければならない。

(会計年度)

第26条 本会の会計年度は，毎年4月1日に始まり，翌年3月31日に終る。

第 6章会則の変更

(会則の変更)

第27条 この会則を変更しようとするときは，総会において，議決権者の 4

分の 3以上の承認を得なければならない。
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第 7章補 則

(委任)

第28条 この会則に定めるもののほか，この会則の施行について必要な事項

は，理事会の議決を経て，会長が別に定める。

附則本会則は1996年6月8日から施行する。

特別会員，賛助会員に関する細則

1.特別会員のうち個人とは，研究調査機関および資料機関等に勤務する

者および理事会において特に認めたものをいう。

2.特別会員のうち団体とは，本会の目的事業に賛同する研究調査機関お

よび資料機関をL寸。

3.特別会員，賛助会員の入会，退会は，理事会の議決によるものとする 0

4. 名誉会員は理事会の推薦と総会の承認によるものとする。

5.特別会員，賛助会員，名誉会員は研究会に出席することができる。

理事および監事選挙施行細尉

第l条理事および監事の定数は，規約第13条の規程による。

第2条 善通会員および特別会員をそれぞれ代表する理事の数は別表のとお

りとする。

第3条 理事およひ守監事の選出は，普通会員理事は普通会員より，特別会員

理事は特別会員よりこれを選出する O

2 普通会員から選出される理事および監事は，会員のうちから総会に

おいて用事機関および監事機関を選出し，その機関の推薦によって

これを定める。

3 特別会員からの理事の選出は，事務局が選挙管理委員会を代行し，

総会開催 1か月前までに無記名投票で郵便にて実施して選出し，上

位 2名を理事とする。ただし. ln]点、の場合，年長者を当選者とする。

第4条 監事の選出は普通会員および特別会員の両者を併せて選出母体とし，

総会において選出する。

別表(現行のF君事定数を全体の理事定数とし，うち特別会員理事の定数を
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2名とする場合)

普通会員選出理事

特別会員選出用事

経済資料協議会編集委員会規定(

10名以内

2名以内

年 月 日理事会決定)

第 1条 経済資料協議会は，機関誌「経済資料研究」を発行するために編集

委員会を置く。

第 2条機関誌は，原則として年 l回発行する。

第3条 編集委員会は，編集委員長，編集委員若干名によって構成される。

2 編集委員長は，理事の中より，理事会が選任する。

3 編集委員は，編集委員長が会員の中より推薦し，理事会の承認を得

るものとする。

第 4条 編集委員会の任期は，当該理事会の任期と同じとする。

第 5条 編集委員長は，編集委員を主宰し，機関誌の編集を統括する o

第6条 「経済資料研究J は，次の 2種の原稿によって構成される。

a 編集委員会が執筆を依頼した原稿。

b 会員の投稿原稿。ただし，共同研究の場合，執筆代表者は会員でな

ければならない。

第 7条提出された原稿の掲載の可否修正要求などは編集委員会によって

決定される。

2 原稿は原則として返却されない。

3 投稿原稿の審査のため，編集委員会は専門家に審査を委嘱すること

ができる。

第8条 本規定の改廃は，理事会によって行われるものとする。

付記本規定は， 2000年6月から施工される。

改定( 年 月 日理事会決定)
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